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１ 策定にあたって                             

 

本市では、これまで５次にわたる行財政改革を実施するとともに、令和２年

２月には第６次熊本市定員管理計画を策定し、職員数の適正化に取り組んでき

ました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症や全国で多発する災害、多様化す

る行政需要等に想定を超える人員が必要となったことから、令和４年４月に同

計画を休止し、民間活力の活用や業務の効率化等による人的資源の再配置に取

り組みながら、喫緊の行政課題に対応してきました。 

また、政令指定都市移行から１１年目を迎え、「自然災害による被害からの

脱却」「徹底的な市民本位の生活の追求・ＤＸの推進」「上質な生活都市くまも

とを支える都市基盤整備」を３つの柱として、市民が住み続けたい、だれもが

住んでみたくなる、訪れたくなる「上質な生活都市くまもと」の実現に向けて、

取組を着実に推進していく必要があります。 

そのためには、デジタル市役所の推進や事業のあり方改革等に引き続き取り

組むことで、簡素で効率的な執行体制を構築するとともに、社会情勢の変化や

多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応するため、適正な職員数を確保して

いく必要があることから、新たに定員管理計画を策定するものです。 
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２ 前計画における取組状況                         

 

令和２年２月に策定した第６次熊本市定員管理計画では、令和元年度からの

５年間で１６０人の削減を目標に取り組んできましたが、新型コロナウイルス

感染症や全国で多発する災害等への対応により、想定を超える人員が必要とな

った一方で、行政サービスにおけるＤＸの推進や利便性の高い交通体系の構築

等、多様化する行政需要に対応するため、人員体制の強化が必要となりました。 

加えて、令和５年度から地方公務員の定年引上げが決定し、その影響を踏まえ

た定員管理の見直しを検討する必要が生じました。 

そのため、令和４年４月に第６次熊本市定員管理計画を休止し、新たな定員管

理計画の検討に着手することとしました。 

 

【参考】第６次熊本市定員管理計画期間中の職員数推移 

  

 

 

 

 

 

 

  

（人）

R1
（基準年）

R2 R3 R4 R5
R6

（目標年）

計画 6,288 6,128

6,288 6,227 6,179 6,223 - -

※計画を休止 

実績
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３ 定員管理の方針                             

 

第７次熊本市定員管理計画においては、「上質な生活都市くまもと」の実現に

向けた取組を強力に推進していくため、次の考え方に基づき、総人件費に配慮し

ながら適正な職員数を確保するものとします。 

なお、本計画は、大きな社会情勢の変化や制度改正、行政需要の変化等を踏ま

えて、必要に応じて見直しを行います。 

(1) 配置標準数の確保 

生活保護や児童虐待への対応を充実・強化するため、法令等により配置標準数

が定められているものについて、人員体制を強化して標準数を確保します。 

(2) 社会情勢の変化への対応 

新型コロナウイルス感染症や多発する災害、少子高齢化の進行等社会情勢が

大きく変化している中で、多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応するため、

必要と見込まれる人員数を確保します。 

(3) 働きやすい環境の整備 

生産年齢人口が減少していく中で、人材の確保や働きやすい職場環境を整備

するため、育児休業等取得職員の代替について常勤職員の配置に取り組むなど、

時間外勤務の縮減やワーク・ライフ・バランスの実現に取り組みます。 

(4) 安定的な人材の確保 

定年引上げ期間中において、人材確保、組織の活力維持及び年齢構成の観点か

ら、定年退職が生じない年度についても一定数を採用します。 

(5) 簡素で効率的な体制の構築 

民間活力の活用及び事務事業の見直しに引き続き取り組み、簡素で効率的な

体制を構築します。  
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４ 計画期間                                

 

令和５年度（2023年度）～令和９年度（2027年度）の５年間 

 

５ 定員の管理目標                             

 

(1) 対象：教職員を除く全職員 

平成２９年度（2017 年度）から県費負担教職員の給与等の負担が政令指定都

市に移譲されましたが、教職員数は学級編成基準により生徒数に左右されるた

め、本計画では、教職員を除く職員を対象とします。 

(2) 基準値：６，２２３人 

令和４年（2022年）４月１日現在の職員数を基準値とします。 

(3) 目標値：６，５４３人（３２０人増） 

生活保護ケースワーカー等の配置標準数の確保、社会情勢の変化への対応、働

きやすい環境の整備や安定的な人材の確保といった観点から、３２０名の増員

を計画の管理目標とします。 

 

 

     

 

 

 

 

 

6,223人 R４（2022）.4.1 

↓ 

6,543人 R10（2028）.4.1  320人（5.1％）増 
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項目 人数 項目 人数

■配置標準数の確保 ■簡素で効率的な体制の構築

　・生活保護ケースワーカー 　・ＤＸ等の推進を含めた事務事業の見直し

　・児童相談所における児童福祉司及び児童心理司 　・民間活力の活用

■社会情勢の変化への対応 　・熊本地震復旧業務の縮小　　　　　　　等

　・健康危機管理対応力の強化

　・デジタル市役所の実現

　・こども支援体制の強化

　・公共交通体系の確立及び渋滞解消対策

　・まちづくりセンターの体制強化

　・地域経済対策の強化

■働きやすい環境の整備

　・育児休業代替職員の常勤化

■安定的な人材の確保

　・組織の活力維持及び年齢構成を考慮　　　　等

差引　３２０　人

＋500 ▲180

主な減少要因主な増加要因

【参考】想定する増減要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


